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【問い合わせ】
　　　　　　　　地域支えあい推進室　地域包括ケア推進課長 高橋
　　　　　　　　　　　　電話番号　03-3228-5403

在宅療養をしている患者さんの情報を医師や訪問看護師、ケアマネ等の専
門職が共有するインターネット上のシステムが11月18日から本稼働

医療介護情報連携システム
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認知症
高齢者の

増加

誰もが年をとっても、身体が不自由になっても、可能な限り住み慣れた中
野区で、尊厳をもって最期まで生活することができる仕組みが必要

区と区民（関係団体含む）が一緒につくるアクションプラン
「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」を策定（2017年３月)

ひとり暮らし
高齢者の

増加

加速する
少子高齢化

中野区の進める地域包括ケアシステムの柱
柱１:本人の選択／権利擁護　    柱２:住まい・住まい方　            柱３:健康・社会参加・就労
柱４:地域の見守り支えあい　    柱５:介護・生活支援サービス　   柱６:医療
柱７:相談、コーディネート機能及びケアマネジメントの質の向上　柱８:認知症対策　
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推進プラン 柱６：「医療」の構成

施策 取り組みの方向性

１
在宅で必要な医療
を受けられる体制
の整備

①在宅医療に係る社会資源の確保
②退院後から在宅医療へ繋げる相談窓口強化
③関係者間で情報を共有するための基盤整備
④急変時に対応可能なサービスの確保
⑤地域で看取りまで行える態勢の整備

２
多職種連携の一層
の推進

①多職種間連携のための学習、スキル向上
②地域ケア会議を通じた医療・介護連携体制強化

３
区民への啓発、
理解促進

①在宅療養、終末期医療、看取りについての啓発
②かかりつけ医療機関・薬局の推進、身近な健康
相談機能の充実

システム導入の
当面の狙い



ファックス

連絡ノート
電子メール

電話

訪問看護師

介護スタッフ

ケアマネジャー 薬局・薬剤師

地域の病院

診療情報の共有
看護記録の共有

医療情報の共有

介護記録の共有

服薬管理・状況の共有

歯科医師

在宅医・家庭医
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【イメージ】

厚生労働省・経済産業省・総務省の各ガイドラインに沿った運用で
セキュリティ対策は万全



療養者（患者）の
身体状況等が表
示される

療養者毎に関係者グループ（情報共有範囲）を設
定（区はすべてのグループに入る）

文書（ＰＤＦ）・写真・動画などの視覚情
報を掲載でき、個々の傷病特性（神経
難病、皮膚疾患、認知症等）に応じた処
置が可能となる

関係者が行った療養者への処置等について、時系
列かつ一覧で確認可能であり、迅速で具体的な対
応が可能となる

【パソコン画面イメージ】
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Q　なかのメディ・ケアネットは患者さんのためになると思いますか
　　（令和元年5月実施　運用テスト参加者アンケートより）
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異常の早期発見や、よりよいサービスに繋げられる

ヘルパーなど
より多くの職種が参加し、
情報共有できれば有効

ではないか

終末期患者の意思決定（ACP）としての活用

チーム力が増し、
それが患者さんによって

より良いサービスの選択に繋がる

ひとり暮らしの患者さんや状態が変化しやすい患者さんに特に有効

皮膚疾患がある場合に写真を送れるので便利
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１　より気軽に、簡単に利用できる工夫
　　　　◆活用マニュアルの作成と配信
　　　　　　◇よく使う操作・使うと便利な機能・・など具体的な事例
　　　　　　◇使用機種別の操作性のつまずきどころを集約
　　　　　　◇内容は随時更新⇒使い勝手の向上

２　利用者拡大
　　　　◆各関係機関への周知、説明会の実施

　　　　◆多職種の参加（病院、ヘルパー　等）
　　　　◆ポータルサイトの充実
　　　

３　使いたい！と思える機能の検討
　　　　◆多忙な中でも利用したい！と思える機能の検討
　　　　◆既存のさまざまなシステム、情報との連動


